
提

出

者

原

陽

子

平
成
十
三
年
十
一
月
二
十
九
日
提
出

質

問

第

二

四

号

川
辺
川
ダ
ム
事
業
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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川
辺
川
ダ
ム
事
業
に
関
す
る
質
問
主
意
書

球
磨
川
漁
協
は
、
十
一
月
二
十
八
日
の
臨
時
総
会
で
、
漁
業
補
償
契
約
を
国
土
交
通
省
と
結
ぶ
議
決
を
否
決
し
た
。
こ
れ
は

川
辺
川
ダ
ム
計
画
に
対
す
る
球
磨
川
漁
協
の
明
確
な
反
対
の
意
思
表
示
で
あ
る
。
政
府
は
こ
の
意
を
受
け
、
た
だ
ち
に
計
画
を

凍
結
し
、
地
元
住
民
の
こ
れ
以
上
の
混
乱
を
避
け
る
べ
き
で
あ
る
。

一
九
九
七
年
の
河
川
法
改
正
に
よ
り
、
河
川
管
理
者
は
、
河
川
整
備
基
本
方
針
と
河
川
整
備
計
画
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
経
過
措
置
が
設
け
ら
れ
て
は
い
る
が
、
す
で
に
四
年
が
経
過
し
、
川
辺
川
の
注
ぐ
球
磨
川
水
系
で
は
、
一
九
八
八
年
に
工

事
実
施
基
本
計
画
が
改
定
さ
れ
て
以
来
、
十
三
年
が
経
過
し
た
。
河
川
を
め
ぐ
る
状
況
の
激
変
は
言
う
ま
で
も
無
い
。
よ
っ
て

以
下
質
問
す
る
。

�

昨
年
三
月
の
衆
議
院
建
設
委
員
会
で
建
設
省
（
当
時
）
河
川
局
長
竹
村
公
太
郎
氏
は
、
球
磨
川
水
系
の
河
川
整
備
基
本
方

針
に
つ
い
て
は
、
地
方
建
設
局
で
「
検
討
中
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
答
え
た
。
当
時
、
何
を
検
討
し
て
い
た
の
か
明
ら
か
に
さ

れ
た
い
。
ま
た
、
そ
の
後
、
検
討
は
ど
の
よ
う
に
進
ん
だ
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

新
河
川
で
は
、
河
川
整
備
基
本
方
針
の
策
定
の
際
、
「
水
資
源
の
利
用
の
現
況
及
び
開
発
」
や
「
河
川
環
境
の
状
況
」
、

そ
し
て
「
水
害
発
生
の
状
況
」
に
つ
い
て
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一



（
�
）

球
磨
川
水
系
の
場
合
、
国
営
川
辺
川
土
地
改
良
事
業
に
お
け
る
か
つ
て
の
利
水
の
希
望
者
に
も
高
齢
化
や
後
継
者

問
題
に
よ
り
変
化
が
現
れ
て
い
る
が
、
ど
の
よ
う
な
形
で
考
慮
す
る
こ
と
が
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
る
か
。

（
�
）

川
辺
川
ダ
ム
事
業
は
、
昭
和
四
十
年
の
洪
水
を
き
っ
か
け
に
計
画
さ
れ
た
が
、
水
害
発
生
の
状
況
に
関
し
て
は
、

水
害
体
験
者
と
、
当
時
の
現
場
の
状
況
を
知
ら
な
い
現
担
当
者
と
の
間
で
見
解
を
異
に
し
て
い
る
。
河
川
整
備
基
本

方
針
を
策
定
す
る
に
あ
た
り
、
大
臣
が
意
見
を
聴
く
べ
き
社
会
資
本
整
備
審
議
会
の
委
員
は
、
ど
の
よ
う
に
情
報
の

正
確
性
を
担
保
す
べ
き
で
あ
る
と
政
府
は
考
え
る
か
。

�

河
川
整
備
計
画
に
つ
い
て
は
、
第
十
六
条
の
二
で
「
公
聴
会
の
開
催
等
関
係
住
民
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な

措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
る
。
川
辺
川
の
場
合
、
意
見
を
反
映
さ
せ
る
べ
き
関
係
住
民
に
は
、
ダ
ム
予
定
地

の
自
治
体
住
民
の
み
な
ら
ず
、
漁
業
関
係
者
、
利
水
関
係
者
、
球
磨
川
大
水
害
の
体
験
者
、
自
然
保
護
団
体
、
球
磨
川
川
下

り
な
ど
観
光
産
業
従
事
者
な
ど
も
幅
広
く
入
る
こ
と
が
河
川
法
の
新
し
い
精
神
で
あ
る
と
考
え
る
が
い
か
が
か
。

�

球
磨
川
水
系
で
は
、
今
年
八
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
数
回
、
「
球
磨
川
水
系
に
関
す
る
客
観
性
検
討
委
員
会
」
を
開
い
て

い
る
が
、
こ
の
委
員
会
と
河
川
整
備
基
本
方
針
は
、
ど
の
よ
う
な
関
係
が
あ
る
か
。

右
質
問
す
る
。

二


